
 

チーム学校推進法の早期制定等を求める意見書 

 

学校現場では、子どもの貧困問題や保護者等からの要望への対応など課題が複雑化・多

様化しているほか、教員の長時間勤務の実態が明らかになるなど、学校運営に係る改革が

喫緊の課題となっている。 

このような中、国では、教員が総合的な指導を担う日本の学校教育の特徴を生かしつつ、

教職員体制の充実を図るとともに、専門職員等が学校運営や教育活動に参画するチーム学

校の構築が検討されている。 

よって、国におかれては、チーム学校推進法の早期制定に取り組むとともに、チーム学

校の運営等の検討に当たって、下記の項目を実現するよう強く要望する。 

記 

１ 学校や教員が携わってきた従来の業務を見直し、教員の業務の適正化を促進するとと

もに、心身ともに健康を維持できる職場づくりを推進するため、定期的な実態調査の実

施やメンタルヘルス対策の推進を図ること。 

２ 教育現場の多様な課題に対応するように計画的な定数改善を行うこと。 

ここに、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

 

平成 28 年９月 21 日 

 

石川県金沢市議会議長 福 田 太 郎 

  



 

子ども・若者の健全育成に係る法整備を求める意見書 

 

あすの社会を担う子ども・若者の健全育成は、全ての国民の願いである。統計上、刑法

犯少年の検挙人員を初め、非行や問題行動を起こす少年はいずれも減少傾向にあるが、先

月、埼玉県東松山市で少年グループによる殺人事件が発生するなど、社会を震撼させる少

年犯罪が後を絶たず、子ども・若者を取り巻く社会環境に強い懸念が示されている。 

これまで子ども・若者の健全育成に係る施策は、条例等で各地域に沿った取り組みが進

められてきたが、昨今の子ども・若者をめぐる社会環境からその限界が指摘されており、

国を挙げて子ども・若者の健全育成のあり方を検討し、国や地方自治体、地域社会、保護

者等の責務を明確にした包括的、体系的な法整備を求める声がある。 

よって、国におかれては、子ども・若者が安心して暮らすことのできる社会環境の整備

等を規定した子ども・若者の健全育成に係る法整備を行うよう強く要望する。 

ここに、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

 

平成 28 年９月 21 日 

 

石川県金沢市議会議長 福 田 太 郎 

  



 

地域の実情に即した都市農業の振興等を求める意見書 

 

都市農業は、新鮮で安全な農産物の供給に加え、安らぎ空間の創出や防災空間の確保な

ど、重要かつ多面的役割を担っているが、農業従事者の高齢化や都市部における重い税負

担などを背景に、全国の市街化区域内の農地は減少傾向にある。 

このような中、国は、貴重な都市農地を守り、都市農業が持つ多様な機能を発揮してい

くため都市農業振興基本法を制定したほか、同法に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るための都市農業振興基本計画を策定した。 

今後、同計画に基づき、都市農業を安定的に継続していくための多様な担い手の確保の

ほか、集約都市形成に合わせた都市農業の保全・活用を図ることとしているが、都市農業

の基盤となる都市農地の利活用に関しては、各地域における都市計画法上の制限や固定資

産税を初めとした税制の見直しなど、さまざまな観点から検討が必要である。 

よって、国におかれては、都市農業の振興に当たって、地域の実情に即した支援策を講

じるとともに、適切な都市農地の保全・活用が図られるよう多面的な検討を進めるよう強

く要望する。 

ここに、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

 

平成 28 年９月 21 日 

 

石川県金沢市議会議長 福 田 太 郎 

  



 

子どもの貧困対策の推進と強化を求める意見書 

 

2014 年発表の日本の子どもの相対的貧困率は 16.3％で、６人に１人が貧困状態にある。

特に、ひとり親世帯では 54.6％と、２人に１人強が貧困状態で、先進国で最悪の水準であ

る。子どもの貧困は生活資源の不足にとどまらず、子どもの健康、成長・発達、学力・進

学、家族関係・人間関係、精神保健などにさまざまな影響を及ぼし、子どもの将来に対す

る機会不平等のみならず、社会の安定にも深くかかわっている。 

そのような中、貧困の連鎖を絶つことを目的とした子どもの貧困対策の推進に関する法

律が施行され、２年前には、教育支援や保護者への就労支援、経済的支援等を総合的に進

める「子供の貧困対策に関する大綱」が策定された。しかしながら、地方自治体は地域の

状況に応じた施策に取り組み始めてはいるものの、大半の自治体がその基礎となる実態調

査を行っていないのが実情である。同法の意義を十分に踏まえ、医療、保育を初めとする

子育て世帯支援のための国の予算を確保し、問題の解決に向けて対策を行う必要がある。 

よって、国におかれては、子どもの貧困対策の推進と強化について早急に取り組むこと

を強く要望する。 

ここに、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

 

平成 28 年９月 21 日 

 

石川県金沢市議会議長 福 田 太 郎 

  



 

地方財政の充実・強化を求める意見書 

 

地方自治体は、子育て支援や医療・介護などの社会保障、被災地の復興、環境対策など

さまざまな役割を担っているが、地方版総合戦略の着実な実行が求められるなど、新たな

政策課題に直面しており、地方交付税を初めとした地方財政の充実がますます重要となっ

ている。 

このような中、国では、地方交付税の算定において「トップランナー方式」を導入する

こととしているが、これは民間委託を前提としたものであり、結果として地方財政全体の

縮小につながるとの声が上がっている。 

地方自治体の地方交付税等が削減されれば、国民生活と地域経済に疲弊をもたらすこと

は明らかであり、今後、地方財政の検討に当たっては、歳入・歳出を的確に見積もった上

で、増大する地方自治体の財政需要に見合った財源のほか、新たな課題等への対応を担う

人材の確保を進める必要がある。 

よって、国におかれては、地方財政の充実・強化を図るため、下記事項について取り組

むことを強く要望する。 

記 

１ 地方交付税算定における「トップランナー方式」の導入に当たっては、地域ごとの人

口や事業規模などの違いを考慮し、必要最小限にとどめること。 

２ 地域間の財源偏在性の小さい所得税及び消費税を対象に、国税から地方税への税源移

譲を進めるとともに、各種税制の改正等の検討に当たっては、地方財政に与える影響を

十分に検証すること。 

３ 地方財政計画上のまち・ひと・しごと創生事業費などについては、地方自治体の財政

運営に不可欠な財源となっていることから、一時的な財源から恒久的な財源へと転換を

図ること。 

４ 地方交付税のあり方を引き続き検討するとともに、財源保障機能及び財政調整機能の

強化を図り、新たな財政需要の把握のほか、小規模自治体に配慮した段階補正の強化な

どの対策を講じること。 

５ 復興交付金を初めとした復興に係る財源措置については、復興集中期間終了後も継続

すること。 

ここに、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

 

平成 28 年９月 21 日 

 

石川県金沢市議会議長 福 田 太 郎  



 

奨学金制度の拡充等を求める意見書 

 

現在、国の奨学金は、独立行政法人日本学生支援機構を通じて学生に貸与され、その返

済金を次世代の奨学金の原資としているが、利用者数が全大学生の４割程度に当たる約

132 万人と増加傾向にある。また、日本を除くほぼ全てのＯＥＣＤ加盟国において存在す

る給付型奨学金の創設を求める声も高まっている。 

そのような中、国は、「ニッポン一億総活躍プラン」において、既存の各奨学金制度の

充実を図るとともに、給付型奨学金の創設に向けた検討を進めることを盛り込んでおり、

その早期実現が望まれている。 

よって、国におかれては、学ぶ意欲のある若者が経済的理由で進学を断念することのな

いよう、また奨学金返済に係る負担軽減のため、下記の事項に取り組むことを強く求める。 

記 

１ 成績要件及び所得要件などで給付対象者の明確な基準を設けた給付型奨学金を創設す

ること。 

２ 現下の低金利環境を踏まえ、有利子奨学金の金利を引き下げるとともに、有利子奨学

金から無利子奨学金への制度変更の流れを加速させ、無利子奨学金の残存適格者の解消

及び低所得世帯の学力基準撤廃に取り組むこと。 

３ 所得連動返還型奨学金については、既卒者への適用も視野に検討を進めること。 

４ 制度改定に当たっては、安定的な財源を確保すること。 

ここに、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 

 

平成 28 年９月 21 日 

 

石川県金沢市議会議長 福 田 太 郎 


